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岐阜県教育委員会 教育研修課 



初任者研修を 始める皆さ んへ 

 

初任者研修は、教育公務員特例法に基づいて行われる法定研修であり 、実践的指導力と 使

命感を 養う と と も に、 幅広い知見を 身に付ける こ と を 目的と し て実施する 大変重要な研修

です。 初任者研修の内容については、 皆さ んの勤務校で行われる校内研修と 、 県総合教育セ

ンタ ー等で行われる校外研修と に分けら れ、それぞれ日数や時間数が定めら れています。ま

た、 こ れら の研修を進めるに当たっ ては、 校内研修であれば勤務校の管理職や指導教員、 校

外研修であれば教育委員会事務局の指導主事等が中心と なっ て皆さ んを サポート し 、 指導・

助言等を 行っ ていき ます。  

 

初任者研修の受講に先立ち、「 岐阜県が求める 教師像」 を改めて掲げます。  

岐阜県が求める教師像 

児童生徒を一人の人間と し て尊重し 、 あたたかいまなざし で寄り 添う 教師 

〇誰一人悲し い思いを さ せない、 愛情と 使命感あふれる教師 

〇指導方法を 工夫し 、 児童生徒に確かな学力を つける教師 

〇幅広い教養と 高い専門性を も ち、 常に学び続ける教師 

 皆さ んが日々接する児童生徒一人一人は、言う までも なく 、固有の人格を 持つかけがえの

ない存在です。 人の成長に深く 関わる 職にある者と し て、 私たちはまず、 冒頭に掲げら れて

いると おり「 児童生徒を一人の人間と し て尊重」 すると いう 姿勢を 常に持ち続けなく てはな

り ません。 その上で、 児童生徒が学びを充実さ せ確かな成長を 遂げら れるよう 、「 求める教

師像」 に即し て私たち 自身の資質向上を図る必要があり ます。  

岐阜県では、 私たち自身の資質向上を 図る手掛かり と し て「 岐阜県『 教員のキャ リ アステ

ージ』 における資質の向上に関する指標」 を校種・ 職別に定めています。 こ の指標の「 スタ

ート ラ イ ン」 の各項目には、 今の皆さ んに期待さ れている「 姿」 が示さ れています。 こ の指

標を 用いて今の自分に求めら れている「 姿」 と 、 こ れから 目指し ていく べき「 姿」 を確認し

ながら 主体的に学び、常に振り 返り ながら 、自己の成長を 確認し ていっ てほし いと 思います。 

最後に、 今後、 分から ないこ と や上手く いかないこ と 、 対応に苦慮するこ と などが出てく

るかと 思います。 そのよう な時には、 一人で抱え込まずに周り に相談し たり 、 助けを求めた

り し てく ださ い。 皆さ んの周囲には、 同期採用者、 勤務校の同僚や管理職、 あるいは教育委

員会の指導主事等、皆さ んの力になっ てく れる人がいます。困っ た時に周囲に助けを求める

こ と ができ るのも 必要な力です。  

皆さ んの活躍を心から 期待し ています。  

 

令和８ 年４ 月 

岐阜県教育委員会 

教育研修課長 



校外研修【年間15日】

校内研修【年間150時間】

校内における具体的実践に基づいて、教科指導や生徒指導、進路指導等の研修を実施
※教職大学院修了者は、90時間以上（研究授業30時間は減じない）

※特別支援学校における新規常勤講師に対する校内研修受講済の者（受講完了後５年以下の者のみ）は、授業研究（30時間

程度）と研究授業（30時間）の計60時間を実施

教職員の服務、人権教育・主権者教育、文書・会計管理、社会人マナー、保護者・諸機関連携、

生徒指導（いじめ対応〉、教育相談、キャリアデザイン、タイムマネジメント、健康管理、メ

ンタルヘルス、特別支援教育（国・県の施策、実態把握、学習指導要領、発達障がい） 等

○一般研修（総合教育センター又は各勤務校〔オンライン研修〕）

自ら学び続ける教職員へ 経験年数に応じた研修

基礎形成研修
○児童生徒の実態把握
○学級経営・HR経営等

基礎形成期
６
年
目
研
修

資質
向上期

資質
充実期

資質
貢献期

○コア・スクール研修（特別支援学校コア・スクール５校）

障がい種に応じた実践的指導力を高める研修を実施。各障がい種への専門性が高い教員の実

践に基づいて、授業研究等を通して学ぶ。

○情報研修（総合教育センター）

情報モラル、著作権、情報管理、ICT機器を活用した授業実践の基礎・基本等についての学ぶ。

○ふるさと教育に関する研修（実地研修２回）

県有施設等を利用し、ふるさと教育、授業づくりについて実地で学ぶ。

さらに、得た情報を素材に、ふるさとの魅力を伝える授業案を作成する。 

○校種間交流（総合化された特別支援学校〔高特〕 ）

中
堅
教
諭
等

 

資
質
向
上
研
修

初任者研修
○教育に関する基礎的素養
○教科指導の基礎・基本

【年間100時間程度】

研究授業
【年間30時間】

教科指導員や他の先生
方の授業を参観しなが
ら学ぶ。

指導教員と他校や他校
種に訪問する研修を計
画することも可能。

初任者による授業
を指導教員等の先
生方に見ていただ
く。

〔※略案による  
ｂｂ実践が基本〕

参観授業や研究授業
を基に、授業につい
て指導を受ける。

生徒指導、学級経
営・HR経営、特別
活動等、学校教育
に関する基礎的素
養について指導を
受ける。

週３～４時間

週１～２時間
【年間50時間程度】

授業研修 一般研修

高等学校とともに、総合化された特別支援学校にて特別支援教育の実際を学ぶ。

週５時間をバランスよく研修

授業研究
【年間30時間程度】

学びの往還

授業参観
【年間40時間程度】



【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

岐阜県「教員のキャリアステージ」における資質の向上に関する指標
【特別支援学校】

・目の前の幼児児童生徒
の適切な実態把握や
指導・援助の方法を、

謙虚に学ぶ。
・自分が得意とする分野の知

識・技能を深めつつ、校内
の教員等への有効的な伝え
方を工夫する。

・自分が深めてきている知識・技能、学

びの手段等を、学校内外の多くの人に

対して伝え、役立てる。

・学級(HR)・学年の幼児児
童生徒に対する、チーム
での適切な実態把握や指
導・援助の方法を自ら学
び、チームに伝える。

教員が成長し続けるために大切な姿

〜目指す人間像〜
「ふるさと岐阜」で育んだ自信と

誇りを胸に、よりよい未来の実現に
挑み続ける人

〜岐阜県が求める教師像〜
児童生徒を一人の人間として尊重し、あたたかいまなざしで寄り添う教師
◎ 誰一人悲しい思いをさせない、愛情と使命感あふれる教師（高い倫理観・使命感）
◎ 指導方法を工夫し、児童生徒に確かな学力をつける教師（確かな専門性）
◎ 幅広い教養と高い専門性をもち、常に学び続ける教師（学び続ける向上心）

スタートライン

【基礎形成期】 【資質向上期】 【資質充実期】 【資質貢献期】

意欲的に授業実践や学級・ＨＲ経営に
取り組み、教職の基礎を固める。

実践を積み上げ、専門性を高め、
学校の推進力となる。  

活力ある学校運営を企画・調整・
実践し、リーダーシップを発揮する。 

学校管理や他の教員等への指導を
行い、広い視野で組織的な運営を行う。    

学
習
指
導

授業
構想

特別支援教育及び
教科に関する学習指
導要領の内容、評価
の観点・評価方法等
を理解し、それらを
踏まえた指導計画を
作成することができ
る。

幼児児童生徒の健康・障がいの
状態、発達の段階、興味・関心等
の観点を踏まえて個別の指導計画
等を作成し、他の教員等から指
導・助言を受けながら授業を計画
することができる。

幼児児童生徒の健康・障がいの状
態、発達の段階、興味・関心等の観
点から、実態を的確に把握して個別
の指導計画等を作成し、それに沿っ
た授業を計画することができる。

個別の指導計画等を作成する際
に、関係機関の情報等の客観的観
点を取り入れるとともに、他の教
員等に指導・助言を行うことがで
きる。

学習指導要領の改定等を踏まえた個
別の指導計画等の作成が成されるよう
に研修を行う等、校内体制を整備し、
推進することができる。

授業
実践

個別の指導計画等に基づいて、
適切な教材・教具を活用する等、
幼児児童生徒へ効果的な指導・援
助を行うことができる。

個別の指導計画等に基づくと共に、
活動時の状況に応じて指導方法・体
制等を変更する等、他の教員等と協
働して、幼児児童生徒への効果的な
指導・援助を行うことができる。

幼児児童生徒の状態等に配慮し
て適切な指導・援助を行うととも
に、他の教員等に指導・助言を行
うことができる。

学習指導要領改訂等を踏まえた適切
な指導・援助ができるように、校内の
研究体制を整備し、推進することがで
きる。

評価
改善

幼児児童生徒への指導・援助に
ついて、健康・障がいの状態、発
達の段階、興味・関心等の観点に
基づいて授業評価を行い、授業の
内容や方法、個別の指導計画等を
改善することができる。

幼児児童生徒への指導・援助につい
て、自身の授業実践とともに、チー
ムとしての授業実践について適切な
授業評価を行い、授業の内容や方法、
個別の指導計画等を改善することが
できる。

幼児児童生徒の実態と社会や地
域から求められるニーズに対応す
るという視点に立って授業評価や
授業改善を行うとともに、他の教
職員等に指導・助言を行うことが
できる。

授業の評価改善のために必要な観点、
評価・指導の方法等について研究し、
普段の授業改善を行う校内体制を整備
し、推進することができる。

生
徒
指
導

幼児・児
童・生徒

理解 幼児児童生徒とと
もに活動する楽しさ
や喜びを経験し、児
童生徒理解の重要性
について理解してい
る。

教育相談、生徒指
導、キャリア教育、
人権教育等に関する
基本的事項や指導・
援助方法等について
理解している。

観察、保護者との情報交換、他
の教職員からの情報、過去の資料
等から幼児児童生徒の実態を的確
に把握することができる。

幼児児童生徒の実態や状況につい
て、自らのもつ情報と周囲からの情
報を合わせて分析し、多面的に把握
することができる。

幼児児童生徒の多面的な把握と
分析に必要な情報収集を行うとと
もに、他の教員等に指導・助言を
行うことができる。

学校全体で幼児児童生徒の理解を深
めるために、環境整備と組織づくりを
推進することができる。

生徒
指導

幼児児童生徒の実態を踏まえて、
一人一人のよさが発揮できるよう
に指導・援助を行うことができる。

幼児児童生徒の発揮させたいよさ
と具現したい姿を具体的に想定し、
その実現のための中・長期的なプラ
ンを想定した指導・援助を行うこと
ができる。

幼児児童生徒一人一人のよさの
発揮と具現したい姿の実現のため
に、適切な指導・援助を行ったり
保護者等と連携をはかったりする
とともに、他の教員等に指導・助
言を行うことができる。

幼児児童生徒への適切な指導・援助
が行われるように、他の教員等や保護
者・関係機関等との連携体制を整備し、
推進することができる。

キャリア
教育

個別の教育支援計画等に基づき、
社会自立を目指して、幼児児童生
徒への指導・援助を行うことがで
きる。

幼児児童生徒の実態やニーズに基
づいた社会自立を目指し、個別の教
育支援計画等を活用し、保護者、関
係機関と連携し、他の教員等と協働
して指導・援助を行うことができる。

幼児児童生徒の社会自立を目標
とした指導・援助を行う際に、他
の教員等に個別の教育支援計画等
や、関係機関から収集した情報等
の効果的な活用について、指導・
助言を行うことができる。

適切な個別の教育支援計画等の作成
と改善がなされるように、他の教員等
や保護者、関係機関等と連携できる組
織づくりを推進することができる。

経
営
・
分
掌

学級(HR)・
学年・部・ 
学校 経営

教員の職務内容
や学校組織等につ
いて理解している。

危機管理の重要
性や組織マネジメ
ントに関する基本
的な事項等につい
て理解している。

個別の教育支援計画等を立案
し、それに基づき、学級（Ｈ
Ｒ）全体を見渡した年間指導計
画等を作成し、計画に沿った学
級経営を行うことができる。

学校・部等全体を見通した年間
指導計画等を作成し、他の教員等
と協働して、学級（ＨＲ）・学年
経営を行うことができる。

学年・部・学校全体の学級
（ＨＲ）経営が適切に行われる
ように、部・学校の特色を踏ま
えて他の教員等に指導・助言を
行うことができる。

特色ある学校経営を推進するた
めに、校内の体制を整備し、「安
全に安心して過ごせる環境」「自
立に向けて個性を生かす体制」を
整備し推進することができる。

連携
・

協働

幼児児童生徒の健康・成長を
常に念頭において、他の教員等
や保護者等と協力し、迅速な報
告連絡を心がけて業務を行うこ
とができる。

幼児児童生徒の健康・成長を常
に念頭において、他の教員等と強
みを生かし合える関係を結び、保
護者等と円滑な関係を保つことを
意識しながら、業務を行うことが
できる。

幼児児童生徒へ、保護者等と
協力・連携しつつ、チームとし
ての指導・援助にあたるととも
に、専門性を発揮しながら他の
教員等に指導・助言を行うこと
ができる。

自校の使命を達成するために、
学校内外の関係機関等との連携体
制を構築するとともに、学校にお
ける働き方改革の視点を踏まえな
がら、校内の業務が円滑に遂行さ
れる体制を整える。

危機
管理

幼児児童生徒の安全や個人情
報の重要性を理解するとともに
常に心がけ、「報告・連絡・相
談」を大切にして適切に行動す
ることができる。

事故等の発生時や未然防止につ
いて、場面に応じて迅速に行動す
ることができる。

学校の危機管理について、周
囲と連携し、迅速に対応すると
ともに、より適切に対応できる
よう、他の教員等に指導・助言
を行うことができる。

事故等の未然防止や緊急時に、
適切かつ迅速に対応する組織づく
りについて、体制の整備と人材の
育成を推進することができる。

ICTや情報・
教育データの
利活用

ICTを活用した
学習指導や校務の
推進及び幼児児童
生徒に情報モラル
を含めた情報活用
能力を育成するこ
とについての意義
や効果を理解して
いる。

授業や校務等にICTを活用で
き、幼児児童生徒の情報モラル
を含めた情報活用能力を育成す
るための授業実践等を行うこと
ができる。

ICTを効果的に活用した授業実
践等を行い、校務の効率化及び幼
児児童生徒の学習や生活の改善を
図るため、教育データを適切に活
用することができる。

自らのICT活用指導力を高め、
これまでの経験を踏まえた活用
方法を提案したり、実践したり
することができる。

学校のICTや情報・教育データの
活用を俯瞰的に捉え、組織的な課
題を明確にし、解決に向けて働き
かけることができる。

改訂版
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１ 岐阜県が目指す教育 

 

岐阜県では、2024 年３ 月に県の教育が目指す基本的な方向や今後推進すべき 具体的施策を 明ら

かにし た「 第４ 次岐阜県教育振興基本計画」 を 策定し た。 こ の教育基本計画は、 教育を 取り 巻く

新たな課題や変動する 社会経済情勢に対応し 、 岐阜県の教育を 推進し ていく ための新たな指針で

あり 、 2024 年度から 2028 年度にかけての５ 年間の計画が示さ れたも ので ある 。 本県教育の基本

理念を 踏ま え、 重点目標を 達成し ていく ための教育の推進が求めら れている 。  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
         

出典：岐阜県教育のすがた 2 0 2 5  



 
 

 

２ 初任者研修 

 

（１）研修の意義 

 

  

教育公務員特例法 （ 第 21 条）                               

教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と 修養に努めなければなら ない。 

2 教育公務員の研修実施者は、 教育公務員の研修について 、 それに要する 施設、    

研修を 奨励する た めの方途そ の他研修に関する 計画を 樹立し 、 そ の実施に努め   

なければなら ない。  

 

 教育は、 未来に生き る 人を 対象と し て 営ま れる も ので あり 、 そ の成果は教育に携わる 指

導者によ っ て 大き く 左右さ れる も ので ある 。 し たがっ て 、 教員は常に公教育の推進者と し

て の使命を 自覚し 、自ら の識見を 高め、指導力の向上を 目指し て 努力し な ければな ら な い。  

 「 研究」 は専門教科・ 科目の学問的な 研究のほか、 教材研究、 学習指導法の研究、 生徒

指導上の諸研究（ 生徒理解、 カ ウン セ リ ン グ等の研究）、 校務分掌上の諸研究、 特別活動に

関する 研究、 そ の他の研究（ 部活動、 学校図書館活動等） な ど 多岐にわたる 。  

 教員の場合、 新任当初から 経験豊富な 教員と 同様に授業を 担当する こ と にな る 。 そ の新

任教員にと っ て 、 第一に必要な こ と は、 教材の研究・ 学習指導法の研究によ っ て 、 授業を

適切に実施する 力を 身に付ける こ と で ある 。  

 「 修養」 は、 学問を 修める と 同時に 、 人間と し て 、 教員と し て の人格向上や成長に努め

る 努力を 、 生涯にわた っ て 続ける こ と で ある 。  

 

（２）初任者研修のねらい 

 教育公務員特例法第 23 条の規定に基づき 、 実践的指導力と 使命感を 養う と と も に、 幅広

い知見を 習得する 。  

 

（３）校外研修 

 初任者は、 校外において 年間 15 日間の研修を 受ける 。 詳細は、「 Pl ant  全国教員研修プ

ラ ッ ト フ ォ ーム」 内の初任者研修（ 特） 開催要項を 参照する こ と 。  

 

（４）校内研修 

 初任者は、校内における 具体的実践に基づいて 、教科指導や特別活動等の研修を 受ける 。  

校長は、 指導教員や教科指導員の参画を 得て 、 週５ 時間程度、 年間 150 時間の年間指導計

画を 作成する 。 こ のう ち 、 100 時間程度を「 授業参観」「 授業研究」「 研究授業」 の授業研修

に充て る 。 ま た 、 50 時間程度を 一般研修に充て る 。  

 

 

 

 

２ 



 
 

３ 教員の職責及び教育の目的と目標 

 

（１）教員の職責 

  公立学校の教員は、 公務員と し て 全体の奉仕者で あっ て 一部の奉仕者で はな く 、 公共の

利益のために勤務し 、 職務の遂行に当た っ て は、 全力を 挙げて こ れに専念し な ければな ら

な い。 ま た 、 教員は自己の崇高な 使命を 深く 自覚し 、 絶え ず研究と 修養に励み、 そ の職責

の遂行に努めな ければな ら な い（ 憲法第 15 条、教育基本法第 9 条、地方公務員法第 30 条）。  

  服務に当た っ て は、法令等及び上司の職務上の命令に従う 義務（ 地方公務員法第 32 条）、

信用失墜行為の禁止（ 同第 33 条）、 職務上知り 得た秘密を 守る 義務（ 同第 34 条） な ど を 遵

守し て 、 服務の厳正を 期すこ と が大切で ある 。  

 

（２）教育の目的と目標 

  「 教育は、 人格の完成を 目指し 、 平和で 民主的な 国家及び社会の形成者と し て 必要な 資

質を 備え た 心身と も に健康な 国民の育成」 を 期すこ と を 目的と し て 行われる （ 教育基本法

第 1 条）。  

  ま た 、 その目的を 実現する ため、  

1 幅広い知識と 教養を 身に付け、 真理を 求める 態度を 養い、 豊かな 情操と 道徳心を 培う  

と と も に、 健やかな 身体を 養う こ と 。  

2 個人の価値を 尊重し て 、 その能力を 伸ばし 、 創造性を 培い、 自主及び自律の精神を 養 

う と と も に、 職業及び生活と の関連を 重視し 、 勤労を 重んずる 態度を 養う こ と 。  

3 正義と 責任、 男女の平等、 自他の敬愛と 協力を 重んずる と と も に 、 公共の精神に基づ 

き 、 主体的に社会の形成に参画し 、 そ の発展に寄与する 態度を 養う こ と 。  

4 生命を 尊び、 自然を 大切にし 、 環境の保全に寄与する 態度を 養う こ と 。  

5 伝統と 文化を 尊重し 、 そ れら を はぐ く んで き た我が国と 郷土を 愛する と と も に 、 他国 

を 尊重し 、 国際社会の平和と 発展に寄与する 態度を 養う こ と 。  

を 目標と し て 行われる （ 同第 2 条）。  

 さ ら に、高等学校は、「 中学校における 教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じ て 、

高度な 普通教育及び専門教育を 施すこ と 」 を 目的と し て いる （ 学校教育法第 50 条）。  

 そ のた めに、  

1 義務教育と し て 行われる 普通教育の成果を 更に発展拡充さ せて 、 豊かな 人間性、 創造 

性及び健やかな 身体を 養い、 国家及び社会の形成者と し て 必要な 資質を 養う こ と 。  

2 社会において 果た さ な ければな ら な い使命の自覚に基づき 、 個性に応じ て 将来の進路 

を 決定さ せ、 一般的な 教養を 高め、 専門的な 知識、 技術及び技能を 習得さ せる こ と 。   

3 個性の確立に努める と と も に、 社会について 、 広く 深い理解と 健全な 批判力を 養い 、  

社会の発展に寄与する 態度を 養う こ と 。  

を 目標と し て 行われる （ 同第 51 条）。  

 

（３）法令順守 

「 岐阜県教職員コ ン プ ラ イ ア ン ス ・ ハン ド ブ ッ ク 」 を 常に手元に置き 、 順守する 。  

※「 Pl ant  全 国教員研 修プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 」 内 の 初任 者研 修（ 特 ） 開 催 要項 から  

ダ ウ ン ロ ー ド で き る 。  

 

 
３ 



 
 

４ 社会人としての心構え 

私た ち は 、 教 職員で あ る の と 同 時に 一社 会人 で も あ り 、 社会 人と し て 公私 に わ た り

自 覚と 責 任 を も っ て 行 動 す る 必要 があ る 。  

 

組織の一員として 

組織 の成 員は 、 共通の 組織 目標 に 向 かっ て そ れぞ れが 担う 役割 に 従 い 、 個 人の 能力

を 最大 限 に 発揮 す る よ う 努め る 必 要が あ る 。  

 

（１）協調性 

  ア  組 織 の 一 員 と し て の 自 覚 を も ち 、 組 織 全 体 に お け る 自 分 の 役 割 を 考 え て 行 動

し よ う 。  

  イ  組 織 で は 、 職 務 や 年 齢 を 異 に し た 人 々 が 、 い ろ い ろ な 役 割 を も っ て 働 い て い

る 。 そ の た め 、 そ れぞ れの 役割 を お 互い に 理 解し よ う 。  

  ウ  職 場 の和を 乱 す よ う な 勝手 な 言 動や態 度 は慎 も う 。  

  エ  公 私 混同を し な い よ う に 心 掛け よ う 。  

  オ  職 場 の雰囲気 に 慣 れ、 職場 の 話 題に と け 込む よ う 心掛 け よ う 。  

 

（２）積極的な姿勢 

  ア  分 か ら な い こ と は 、 何で も 上司 や先輩 に 積極的 に 聞く よ う に し よ う  

  イ  積 極 的 に 人 間 関 係 を よ く す る よ う 努 め 、 先 輩 か ら の 指 導 や 意 見 に 耳 を 傾 け る

よ う 心掛 け よ う 。  

  ウ  何 事 も ま ず は 自ら 率先し て 行動 す る こ と を 心掛 け よ う 。  

  エ  仕 事 は、全 て 自 分を 成長 さ せ る 生 き た 教材 で あ る 。与え ら れ た 仕 事を 遂行 す る

よ う 努力 し よ う 。  

  オ  何 で も 話せる 、 聞 い て も ら え る 友人や 先 輩を つ く ろ う 。  

 

（３）職場での態度 

職場 は「 勤務 」 だ け を す る と こ ろ で は な い 。 「 教 養」 や「 品 格」 を 磨 く 人格 形 成

の 場で も あ る 。 他 者に 迷惑 を か け た り 、 不快 感を 与え た り し な い よ う に 自分 本位 の

振 る 舞 い を 控え る こ と が 大切 で あ る 。 「 親し き 仲 に も 礼儀 あ り 」 と 心 得て 、 同 僚に

は 節度 と 誠 意を も っ て 接 す る よ う に 心 掛け よ う 。 特に 態度 や服 装、 言 葉遣 い な ど は

人 に 与 え る 印象 を 大き く 左右 す る 。 常 に 注意 す る こ と が 必要 で あ る 。  

 

  ア  明 る く 朗ら か な 態 度を 心掛 け よ う 。お 互い に 相 手を 信頼 し 、よ い 人間 関 係を つ

く ろ う 。  

  イ  相 手 の立場や 気持 ち を 考え て 人 と 接す る よ う に し よ う 。  

  ウ  服 装 ・ 頭髪・ 身だ し な みは 、 い つ も 清潔 に す る よ う に 心掛 け よ う 。  

  エ  常 に 身の周り の整 理整頓を 心掛 け 、 仕事 がし やす い 環 境に し よ う 。  

 

 

 

 

 

 ４ 



 
 

（４）挨拶と話し方 

言葉 は、 自 分の考え を 他 人に 伝え る た め の重 要 な 道具 で あ る 。 言 葉を 通し て 、 こ

ち ら の 考え て い る こ と を 相手に 正 確に 伝え な け れば な ら な い 。「 物 も 言 い よ う で 角

が 立つ 」 と 言 う が、言い 方次第で 相手 に 与え る 印象は 随 分違 っ て く る 。し た が っ て 、

話 し 方 の基 本を 身に 付け て お く こ と は 、 社会 人 と し て の 大切 な 素養 で あ る 。  

 

  ア  ま ず は挨拶か ら  

① 誰に 対し て も 、 ど こ で も 、 積極 的に 自分か ら 挨拶 を し よ う 。  

② 出勤し た ら 相 手よ り 先 に 「 お は よ う ご ざ い ま す 」 、 帰 り に は「 お 先 に 失礼 し  

ま す 」 の 挨拶 を 心 掛け よ う 。  

③ 呼ばれた ら 「 はい 」 と 気持ち の よ い 返事 を 心 掛け よ う 。  

④ 依頼す る 際は 「 お 願い し ま す 」 と は っ き り と 、 そ し て 、 事 後に 「 あ り がと う  

ご ざ い ま し た 」 と 感謝 の言 葉を 大切 に し よ う 。  

⑤ 出張から 帰っ た と き は 、 職場の 方に お 礼の 言 葉を 伝え よ う 。  

  

  イ  相手 に 分かる よ う に 話 す  

① 俗語を で き る だ け 避け 、 時と 場 に 応 じ た 適切 な 言葉 遣 い を 心掛 け よ う 。  

② 大切な 要 点は 、 あ ら か じ め メ モ で 整 理し て お い て から 話す よ う に し よ う 。  

③ 相手が話 し て い る と き は、 話の 最後 ま で 聴く よ う に し よ う 。  

④ 仕事中、 会話 中の方に は、 仕事 、 話 の区切 り を 待っ て から 話し かけ る よ う に  

し よ う 。  

⑤ 座っ て 仕 事を し て い る と き に 、 立っ て い る 方 に 話し か け ら れた ら 、 立ち 上が  

っ て 対応 す る よ う に し よ う 。  

⑥ 明る い 声 で 、 はっ き り と し た 語 調で 話 そ う 。  

 

  ウ  敬語 を 正し く 使う （ 間違 い や す い 敬語 の例 ）  

    例 ① そ れ で 結 構で す か 。 （ ×）        →そ れで よ ろ し い で し ょ う か。  

    例 ② 今何 と 申 し ま し た か。 （ ×）      →今 何と お っ し ゃ い ま し た か。  

    例 ③ 先生 は、 い つ 参ら れま す か 。 （ ×）   →先 生 はい つ い ら っ し ゃ い ま す か。 

    例 ④ 校長 先生 はい ら っ し ゃ い ま せん 。 （ ×） →校 長は 不在 で す 。  

 

（５）来客の応対 

来客 に 対 し て は、 特に「 親切に 」 「 丁寧に」 「 誠実に」 対応 す る こ と が大 切で あ る 。 

 

（６）電話の応対  

電話 の応 対で は、 相 手の 姿が見え な い ので 、 一 層礼儀 正 し さ が必 要 で あ る 。 明る

く 感じ のよ い 電 話のかけ 方、 受け 方を 身に 付け る こ と が 大切 で あ る 。  

 

  ア  一般 的な 心構 え  

① 電話を 受 け る 際は、 必 ず メ モ を 取る 用意 を し よ う 。  

② 小さ な 声 で は 相手に 聞 き に く く 、 逆 に 大声 は 周り に 迷 惑を かけ る こ と に な る  

た め 、 適切 な 音 量を 心掛 け よ う 。  

③ 相手に よ っ て 態度を 変 え な い よ う に し よ う 。 ま た 、 相手 を 待 た せ な い よ う に し  

よ う 。 待た せた と き に は 「 お 待た せし て 申し 訳 あ り ま せ ん 」 と 伝え よ う 。   

④ 私用で 電 話を 使う こ と は慎 も う 。  

  

  

 
５ 



 
 

  イ  電話 を かけ る と き  

① 何を 話す か決 め 、 要点 を メ モ し て お き 、 要領 よ く 簡潔 に 話 そ う 。  

② 相手が出 た ら す ぐ に 名 乗り 、 相 手を 確認 し よ う 。  

「 お 世話に な っ て お り ま す 」 等の 挨拶 を し て か ら 用件 を 告げ よ う 。  

③ 長電話に な ら な い よ う に 的確に 用件 を 話し 、 終わ り に は忘 れず に 挨 拶を し よ  

う 。  

④ 電話を 切 る と き に は、 受 話器 を 静 かに 置く な ど 、 相 手が 不快 な 思 い を し な い よ  

う に 気を 付け よ う 。  

   

  ウ  電話 を 受け る と き  

① ベ ルが鳴 っ た ら で き る だ け 早く 出て 、 こ ち ら の学校 名 や氏 名を 名乗 る と と も  

に 、 相手 の所 属や 氏名 な ど を 必 ず 確 認し て メ モ し よ う 。  

② ３ 回以上 ベ ル が鳴っ て から 受け た と き は、 「 お 待た せ し ま し た 」 と 伝え よ う  

③ 用件を 聞 い て メ モ を 取 り 、 大 切な こ と は復 唱す る よ う に し よ う 。 伝 言を 受け た  

時に は、 遅滞 な く 確実 に 伝 え よ う 。  

④ 問い 合わ せに 対し て 、 回 答ま で の 時間が 長 く か かる よ う な ら 、 一 旦切 っ て から  

かけ 直そ う 。  

⑤ 個人情報 に 関 す る 問い 合わせ等 に つ い て は、 安易 に 返 答せ ず 、 相手 の連絡 先  

を 記 録し 、 一 旦電 話を 切っ て 管 理職 に 相 談し よ う 。  

   

  エ  電話 を 取り 次 ぐ と き  

    ① 誰 に 用 件が あ る かを 確か め 、 迅速 に そ の人 に 取 り 次 ご う 。  

    ② 指 名の 人が 不在 のと き は 、こ ち ら か ら か け 直す 旨 を 伝 え る か、も し く はい つ な

ら 連 絡 が 取 れ る か を 伝 え よ う 。 そ の 際 、 相 手 の 電 話 番 号 を 聞 い て メ モ を し よ

う 。  

    ③ 問 い 合 わせ 等に 対し て 、自 分で 判断 し か ねる と き は、必 ず 上 司又 は担 当者 に 取

り 次 ご う 。  

 

６ 



７ 

５ 校外研修受講の注意事項 

 

（１）開催要項について 

・ 校外研修の日程、 持ち物、 連絡事項は「 Pl ant  全国教員研修プラ ッ ト フ ォ ーム」 にある開催要 

項に記載する。 概ね１ か月前には開催要項の確認を するこ と 。  

・ 急な変更、連絡を 記載するこ と があるので、必ず１ 週間前と 前日にも 開催要項を 確認するこ と 。  

 

（２）開始時間について 

・ 開催要項に記載さ れている受付時間には研修を受けら れるよう 研修会場に到着し ているこ と 。  

・ 駐車場が満車になり 、 岐阜県総合教育センタ ーから 離れた駐車場と なる場合も ある。 開催要項 

で指定さ れた駐車場を 確認すると と も に、 時間に余裕をも っ た行動を 心掛けるこ と 。  

・ 交通事情等で遅刻する場合は、 必ず運転を 止め、 停車し た後に勤務校の管理職に連絡を する こ

と 。 岐阜県総合教育センタ ーへの連絡は、 管理職に依頼するこ と 。  

 

（３）岐阜県総合教育センター以外（学校、その他施設）の校外研修について 

・ 受付開始時刻の５ 分前までは、 敷地内に入ら ないよう に注意するこ と 。  

・ 研修会場から 離れた駐車場を 指定する場合も ある。 遅刻は研修会場の方にも 迷惑を かけるこ と  

になるため、 いつも 以上に余裕を も っ た行動を 心掛けるこ と 。  

・ 研修を 受けさ せていただく と いう 気持ちを も っ て、 挨拶等を 心掛けるこ と 。  

・ 県立学校周辺は、 特に児童生徒に注意を 払っ て運転する こ と 。  

 

（４）気象警報発表等の対応について 

・ 岐阜県総合教育センタ ーホームページに掲載し ている「 気象警報発表時の対応」 に従っ て対応 

するが、 気象及び道路状況等を 考慮し て異なる対応を と るこ と も ある。 県内で気象警報発表等

が予想さ れる場合は、 研修前日、 研修当日の朝に必ず開催要項や岐阜県総合教育センタ ーのホ

ームページの確認をするこ と 。  



回数 主　な　研　修　項　目　等 会　　場 主な指導者

１ ４月14日（火）

　初任者への期待、教職員の服務、文書管理、働き方改
革、ハラスメント防止、危機管理（学校安全・防災
等）、生徒指導（いじめ対応含む）、オリエンテーショ
ン

　総合教育センター
教育研修課課長
担当指導主事

２ ４月21日（火）
 社会人としての基本マナー、人権教育・主権者教育、
学校会計事務の理解、ふるさと教育、消費者教育、新入
教職員のための健康づくり・メンタルヘルス

　所属校（オンライン）  担当指導主事

３ ５月12日（火）
 学習指導要領の理解、国・県の特別支援教育、児童生
徒の実態把握（自立活動の観点から）、学習指導（指導
案の書き方）、実践内容や個人の課題（交流）

　総合教育センター  担当指導主事

５月19日（火）
　岐阜盲学校
 【西濃・東濃・飛騨】

５月26日（火）
　岐阜盲学校
 【岐阜・美濃・可茂】

６月９日（火）
　岐阜希望が丘特別支援学校
 【西濃・東濃・飛騨】

６月16日（火）
　岐阜希望が丘特別支援学校
 【岐阜・美濃・可茂】

６月30日（火）
　岐阜清流高等特別支援学校
 【西濃・東濃・飛騨】

７月14日（火）
　岐阜清流高等特別支援学校
 【岐阜・美濃・可茂】

８ ９月１日（火）
 保護者応対に生きる話し方、特別支援教育の教育相
談、体験による学び、校種間交流と実地研修に向けて

　総合教育センター  担当指導主事

９月８日（火）
　各務原市立かかみがはら支援学校【岐阜】
　可茂特別支援学校【美濃・可茂】

９月15日（火）
　揖斐特別支援学校【西濃】
　恵那特別支援学校【東濃】
　下呂特別支援学校【飛騨】

10 ９月29日（火）
 ＜実地研修１＞
　ふるさと教育における学び、外部情報収集、校外学習
実施要項の作成（交流）

　岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
 会場施設担当者
 担当指導主事

10月６日（火）
　morinos（森林文化アカデミー内）
 【西濃・東濃・飛騨】

10月13日（火）
　morinos（森林文化アカデミー内）
 【岐阜・美濃・可茂】

12 10月27日（火）
 実地研修の学びを踏まえた単元の組み立て、実態に応
じたねらいの設定と授業展開、指導案を通して授業から
学ぶ（交流）、タイムマネジメント

　総合教育センター  担当指導主事

11月10日（火）
　岐阜聾学校
 【西濃・東濃・飛騨】

11月17日（火）
　岐阜聾学校
 【岐阜・美濃・可茂】

12月１日（火）
　長良特別支援学校
 【西濃・東濃・飛騨】

12月８日（火）
　長良特別支援学校
 【岐阜・美濃・可茂】

15 ２月２日（火）

 経年研修の意義と基礎形成選択講座の受講、１年目の
成果と自己課題の明確化、学級経営、２年目教諭として
伝えたいこと、キャリアデザイン、初任者研修を終える
にあたって

　総合教育センター
 ２年目教員
 担当指導主事
 教育研修課課長

 担当指導主事

令和８年度　年間研修計画　【校外研修】（令和８年３月末段階）

期　日

５
 コア・スクール研修（２）肢体不自由教育
 ＜岐阜希望が丘特別支援学校＞
   学校の取組、授業参観、授業研究会等

 担当校教諭
 担当指導主事

４
 コア・スクール研修（１）視覚障がい教育
 ＜岐阜盲学校＞
   学校の取組、授業参観、授業研究会等

 担当校教諭
 担当指導主事

６ ６月23日（火）
 教育の情報化（情報資産の管理、情報モラル、著作
権）特別支援学校のＩＣＴ活用、児童生徒の実態把握
（A-PDCA）、個別の教育支援計画、タイムマネジメント

　総合教育センター

７
 コア・スクール研修（３）軽度知的障がい教育
 ＜岐阜清流高等特別支援学校＞
   学校の取組、授業参観、授業研究会等

 担当校教諭
 担当指導主事

９
  校種間交流
　（特別支援学校授業等参観）

 担当校教諭
 担当指導主事

※令和８年３月現在の案です。確定した情報や詳細は「Plant　全国教員研修プラットフォーム」内の開催要項
　により、その都度周知します。

14
 コア・スクール研修（５）病弱教育
 ＜長良特別支援学校＞
   学校の取組、授業参観、授業研究会等

 担当校教諭
 担当指導主事

11
 ＜実地研修２＞
　五感を使って学ぶ授業づくり、チームビルディング

 会場施設担当者
 担当指導主事

13
 コア・スクール研修（４）聴覚障がい教育
 ＜岐阜聾学校＞
   学校の取組、授業参観、授業研究会等

 担当校教諭
 担当指導主事

８



９ 

 

資料１ 初任者研修制度の法的根拠 

 

＜教育基本法＞ 

 （ 教員）  

 第9条  法律に定める学校の教員は、 自己の崇高な使命を深く 自覚し、 絶えず研究と修養に励み、

その職責の遂行に努めなければならない。  

2   前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇 

の適正が期せられるとともに、 養成と研修の充実が図られなければならない。   

 

＜教育公務員特例法＞ 

 （ 条件附任用）  

第12条 公立の小学校、 中学校、 義務教育学校、 高等学校、 中等教育学校、 特別支援学校、 幼稚園

及び幼保連携型認定こども園（ 以下「 小学校等」 という 。 ） の教諭、 助教諭、 保育教諭、 助

保育教諭及び講師（ 以下「 教諭等」 という 。 ） に係る地方公務員法第22条に規定する採用に

ついては、 同項中「 6月」 とあるのは「 1年」 として同項の規定を適用する。  

 

 （ 研修）  

 第21条 教育公務員は、 その職責を遂行するために、 絶えず研究と修養に努めなければならない。 

2 教育公務員の研修実施者は、 教育公務員（ 公立の小学校等の校長及び教員（ 臨時的に任用 

された者その他の政令で定める者を除く 。 以下この章において同じ。 ） を除く 。 ） の研修に 

ついて、 それに要する施設、 研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し 、 

その実施に努めなければならない。  

 

 （ 研修の機会）  

  第22条 教育公務員には、 研修を受ける機会が与えられなければならない。  

2 教員は、 授業に支障のない限り 、 本属長の承認を受けて、 勤務場所を離れて研修を行う こ 

とができる。  

3 教育公務員は、 任命権者（ 第20条第1項第1号に掲げる者については、 同号に定める市町村 

の教育委員会。以下この章において同じ 。） の定めるところにより 、現職のままで、長期にわ 

たる研修を受けることができる。  

 

 （ 初任者研修）  

第23条 公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等（ 臨時的に任用された者その他の政 

令で定める者を除く 。 ） に対して、 その採用（ 現に教諭等の職以外の職に任命されている者 

を教諭等の職に任命する場合を含む。 ） の日から1年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に 

必要な事項に関する実践的な研修（ 次項において「 初任者研修」 という 。 ） を実施し なけれ 

ばならない。  

2 指導助言者は、初任者研修を受ける者（ 次項において「 初任者」 という 。） の所属する学校 

の副校長、 教頭、 主幹教諭（ 養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く 。）、 

指導教諭、 教諭、 主幹保育教諭、 指導保育教諭、 保育教諭又は講師のう ちから、 指導教員を 

命じるものと する。  

3 指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及 

び助言を行う ものとする。  
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資料２ 教員の身分と服務 

 

 公立学校の教員は、 児童生徒を 指導する 教育の専門家と し て の立場と と も に 、 教育公務

員、 地方公務員と し て の立場を も ち 、 いろ いろ の義務や制限が課せら れて いる 。 し た がっ

て 、 公務員と し て の立場を 自覚し 、 全体の奉仕者と し て 信頼さ れる よ う に努めな ければな

ら な い。  

 

〇身分 

 

 

 

〇服務 

 

〇服務の 

根本基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇服務の 

宣誓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 公立学校の教員は、「 地方公務員」 と し て の身分を も ち 、 地方公務員法の適

用を 受ける 。 し かし 、 教育と いう 職責の特殊性に基づき 、「 教育公務員」 と

し て の特例が教育公務員特例法等に設けら れて いる 。  

 

・ 服務と は、 職員が守る べき 義務な いし 規律。  

 

・ 地方公務員法第 30 条で「 すべて 職員は、 全体の奉仕者と し て 公共の利益の

た めに勤務し 、且つ、職務の遂行に当っ て は、全力を 挙げて こ れに専念し な

ければな ら な い。」 と 、 職員が公務に従事する 上において 基本と な る 規準を

示し て いる 。  

こ れから 、 義務、 制限、 禁止の条項が導かれて いる 。  

 ①服務の宣誓（ 地方公務員法第 31 条）  

 ②法令等及び上司の職務上の命令に従う 義務（ 地方公務員法第 32 条）  

 ③信用失墜行為の禁止（ 地方公務員法第 33 条）  

 ④秘密を 守る 義務（ 地方公務員法第 34 条）  

 ⑤職務に専念する 義務（ 地方公務員法第 35 条）  

 ⑥政治的行為の制限（ 地方公務員法第 36 条）  

 ⑦争議行為等の禁止（ 地方公務員法第 37 条）  

 ⑧営利企業への従事等の制限（ 地方公務員法第 38 条）  

 

・ 職員は、 条例の定める と こ ろ によ り 、 服務の宣誓を し な ければな ら な い。  

       （ 地方公務員法第 31 条）  

・ 新た に職員等と な っ た者は、 別記様式第 1（ 警察法第 56 条第 2 項に規定す

る 警察の職員（ 以下「 地方警察職員」 と いう 。 ） にあっ て は別記様式第 2、

公安委員会委員にあっ て は別記様式第 3） によ る 宣誓書を 任命権者に提出

し て から で な ければそ の職務を 行っ て はな ら な い。  

（ 岐阜県職員等の服務の宣誓に関する 条例第 2 条）  

【 別記様式第 1】  

宣 誓 書 

 

 わたく し は、 こ こ に主権が国民に存する こ と を 認める 日本国憲法

を 尊重し 、 かつ、 こ れを 擁護する こ と を 固く 誓いま す。  

 わたく し は、 地方自治の本旨を 体する と と も に、 公務を 民主的、

かつ、 能率的に運営すべき 責務を 深く 自覚し 、 県民全体の奉仕者と

し て 、 法令に従い、 誠実、 かつ、 公正に職務を 執行する こ と を 固く

誓いま す。  

年 月 日 

氏  名 
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〇法令等及 

び上司の 

職務上の 

命令に従 

う 義務 

 

〇信用失墜 

行為の禁 

 止 

 

〇秘密を 守 

る 義務 

 

 

〇職務に専 

念する 義 

 務 

 

 

〇政治的行 

為の制限 

 

 

 

〇争議行為 

等の禁止 

 

 

 

 

 

〇営利企業 

の従事等 

への制限 

 

 

 

・ 職員は、 そ の職務を 遂行する に当っ て 、 法令、 条例、 地方公共団体の規則及

び地方公共団体の機関の定める 規程に従い、 且つ、 上司の職務上の命令に

忠実に従わな ければな ら な い。  

（ 地方公務員法第 32 条）  

 

 

・ 職員は、 そ の職の信用を 傷つけ、 又は職員の職全体の不名誉と な る よ う な

行為を し て はな ら な い。             

（ 地方公務員法第 33 条）  

 

・ 職員は、 職務上知り 得た 秘密を 漏ら し て はな ら な い。 そ の職を 退いた 後も

ま た 、 同様と する 。               

（ 地方公務員法第 34 条）  

 

・ 職員は、 法律又は条令に特別の定がある 場合を 除く 外、 そ の勤務時間及び

職務上の注意力のすべて を そ の職責遂行のた めに用い、 当該地方公共団体

がな すべき 責を 有する 職務にのみ従事し な ければな ら な い。  

( 地方公務員法第 35 条)  

 

・ 職員は、 政党そ の他の政治的団体の結成に関与し 、 若し く はこ れら の団体

の役員と な っ て はな ら ず、 又はこ れら の団体の構成員と な る よ う に、 若し

く はな ら な いよ う に勧誘運動を し て はな ら な い。  

( 地方公務員法第 36 条)  

 

・ 職員は、 地方公共団体の機関が代表する 使用者と し て の住民に対し て 同盟

罷業、 怠業そ の他の争議行為を し 、 又は地方公共団体の機関の活動能率を

低下さ せる 怠業的行為を し て はな ら な い。 又、 何人も 、 こ のよ う な 違法な

行為を 企て 、 又はそ の遂行を 共謀し 、 そ そ のかし 、 若し く はあおっ て はな

ら な い。                                    

（ 地方公務員法第 37 条）  

 

・ 職員は、 任命権者の許可を 受けな ければ、 商業、 工業又は金融業そ の他営利

を 目的と する 私企業（ 以下こ の項及び次条第 1 項において 「 営利企業」 と

いう 。 ） を 営むこ と を 目的と する 会社そ の他の団体の役員そ の他人事委員

会規則（ 人事委員会を 置かな い地方公共団体において は、 地方公共団体の

規則） で 定める 地位を 兼ね、若し く は自ら 営利企業を 営み、又は報酬を 得て

いかな る 事業若し く は事務にも 従事し て はな ら な い。 た だ し 、 非常勤職員

（ 短時間勤務の職を 占める 職員及び第 22 条の 2 第 1 項第 2 号に掲げる 職員

を 除く 。 ） について は、 こ の限り で な い。  

（ 地方公務員法第 38 条）  
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